
１年間保管

2�26೥度ɹ商品ύϯϑϨοτ保ଘ൛

この商品パンフレットと別に、「別冊（重要事項説明書）」がございます。
あわせてお読みください。

෋࢜ϑΠルϜグループஂମ保険のごҊ内෋࢜ϑΠルϜグループஂମ保険のごҊ内

② ＦＢ

【申込క੾日】2026年2月５日（໦）
ʲਃํࠐ๏ʳ １ લ年同৚݅で継続 お手続きはෆ要です。

２ 新ن・変更・୤退 以下はインターωットでお手続きください。

⿠ஂମଛ害保険（ࡾҪॅ༑ւ上）
⿠社һάϧーϓ保険（日本生໋）
⿠生活श׳病保障ϓϥン（大थ生໋）

お手続きは ''#9ϗーϜページから IUUQT���TQ�KQ�GVKJp�MN�DPN�JOTVSBODF�JOEFY�IUNM
※お申込みの際には、̥̑および別冊の重要事項આ໌ॻ等を必ずお読みください。

෋࢜フイϧϜϗーϧσΟンάスࣜג会社

従業員の皆さまとご家族の安心に！
＜年に一度、保険の見直しをしませんか？＞

30％の
割引適用！

͓ಘͳ
保険料
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෋࢜ϑΠϧϜάϧーϓのஂମอ੍ݥ౓にͭいͯ
会社の෱རް生制度の一؀としてӡӦされているʲ෋࢜フΠϧϜάϧーϓ社һʳのための
保険制度です。
εέーϧϝϦットを生かした制度で加入できるさま͟まな঎඼をご用意しております。
ご家族皆さまでご加入をごݕ౼ください。

ᶃ　ஂମ保険として֤種ׂ引がద用されたおಘな保険料
ᶄ　退職後も継続Մ能※
ᶅ　ご家族の方の加入もՄ能※
ᶆ　ϥΠフΠϕントのมߋにԠ͡たݟ௚しがՄ能
ᶇ　お申込み、お手続きが؆単
ˠ保険料のお支払いはڅ༩ఱ引き
ˠご加入にあたりҩࢣの਍ࠪはෆ要 ※一部঎඼により異なります。

ஂମอݥのϝϦοτ

日常のϦεΫに対ԠするあらΏる঎඼をとりそΖ͑て皆さまのχーζにおԠ͑します。

おऔѻい商品

௨年お手続きいただける商品

ࣗಈंの保険
(,くるまの保険
トーλϧΞγεト

自ಈं保険 ࡂւ上日ಈՐژҪॅ༑ւ上・౦ࡾ
ॅまいの保険

(,すまいの保険

Րࡂ保険ʗ஍਒保険 Ҫॅ༑ւ上ࡾ

ペットの保険

どうͿつ݈保

ϖット保険 ΞχίϜଛ保
病ؾ΍έΨにඋ͑る保険

ҩྍ保険
がん保険

医ྍ保険 ΞフϥッΫ

อۚݥɾڅ෇ۚのΠϯλーωοτखଓ͖にͭいͯ
⿟保険金・給付金のお手続きもHPより࿈བྷ、ґ頼ができます。
⿟�団体損害保険（ࡾҪॅ༑ւ上）はઐ用8&#αイトで以下のことが可能です。
　（ご利用には৚݅があります）
○έΨ保険ʗ病ؾ保険ʗܞ行඼保険は事故の࿈བྷから保険金請求まで完結ができます。
詳細は同෧のࡾҪॅ༑ւ上「保険金請求8&#γεςϜ」をご参照のうえご利用ください。 給付金のお手続きϖーδ

以下の঎඼はインλーωットによるお手続きとなります。
①団体損害保険（ࡾҪॅ༑ւ上）
②社員グループ保険（日本生໋）
③生׆श׳病保障プϥン（大थ生໋）
ʜʜʜパιίン可・εϚϗ可。

おۈめઌによってインλーωット手続きがご利用いただけない場合があります。
詳細は「インλーωット手続きのごҊ಺」を参照のうえご利用ください。

ΠϯλーωοτにΑるおखଓ͖

���� ೥౓のओͳվఆにͭいͯ

※εϚϗでお手続きの場合

S5&P1・2の୅わりに、
以下より、S5&P3へ

S5&P１：トップը໘の「団体保険　一੪ืूのごҊ಺」をΫϦッΫしてください。
　ˣ
S5&P２：�「෋࢜フイルϜϏδωεイϊϕーγϣンおよび関࿈会社ै業員の方はこちら」をΫϦッ

Ϋしてください。
　ˣ
S5&P３：�8FC手続きのできる①～③の঎඼は「*%・ॳ回P8」を参照のうえ、「お手続き」を

ΫϦッΫしてください。
ʲご注意ʳ
※�''#9の HPよりアΫηεいただかないと保険会社αイトの認証がされず、お手続きいただ
けない場合がございます。

※①団体損害保険（ࡾҪॅ༑ւ上）のお手続きは「.JDSPTPGU�&EHF」をご࢖用ください。

①～③いずれも、෋࢜フイルϜϏδωεエΩεパート（''#9）のϗーϜϖーδ（以下、HP）※಺の
「保険ϝχϡーのごҊ಺」ϖーδよりアΫηεし、お手続きください。

IUUQT���TQ-KQ.GVKJp�MN.DPN�JOTVSBODF�JOEFY.IUNM

ΠϯλーωοτにΑるおखଓ͖αΠτのೖΓޱ

保険についてؾ保険ʼප֐Ҫॅ༑ւ上ʻ団体ଛࡾ■
■࣬病手ज़に൐うඅ用ิঈ特約・࣬病手ज़ྟ時අ用対象外特約のഇࢭ（８、*８、&８H、８'ηット）
手ज़日以߱の入Ӄ中の治療අ等の実අをお支払いしていましたが、特約ഇࢭに൐い、࣬ 病手ज़අ用保険金は支払い対象外となります。

や物価上ঢなどを౿まえ、保険料が改定となります。何ଔごཧ解いگҪॅ༑ւ上ʻ団体損害保険ʼについてίϩφՒ以߱のҩ療状ࡾ�■
ただきますよう宜しくおئい申し上げます。�
各プϥン保険料はP̓～P14をご確認ください。

保険ืू期間にお手続きいただける商品

֤種のଛ害にඋ͑る保険
έΨ保険　　病ؾ保険
ഛঈ保険　　ߦܞ඼保険
ΰϧフΝー͚޲保険
௕期ऩ入αϙートϓϥン

団体ଛ֐保険 Ҫॅ༑ւ上ࡾ

万一の死亡・ॴ定の高度障がい状態にඋ͑る保険
社һάϧーϓ保険
（ஂମ用生໋保険）

いのちの保険 日本生໋

病ؾ΍έΨにඋ͑る保険

生活श׳病保障ϓϥン

医ྍ保険 大थ生໋
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ɹ෋࢜ϑΠϧϜϏδωεΠϊϕʔγϣϯ͓Αͼؔ࿈ձࣾஂମ保険ɹ঎඼一ཡ ෋࢜フイルϜϏδωεイϊϕーγϣンおよび関࿈会社におۈめのօさまと
そのごՈ଒さまだけが加入いただける制度です。

＊１　�損害率によるׂ増引はいただいた保険料とお支払いした保険金とのׂ合でܾ定
し毎年見直されます。

＊２　�基本ิঈ、਌介護一時金・ٳ業ิঈ・本人介護一時金は国಺外問わず、ઌਐҩ
療は国಺でઌਐҩ療を受けた場合のみ対象

＊３　਌介護一時金・ٳ業ิঈは基本ิঈの被保険者本人の਌（ҽ଒含Ή）
＊４　�傷害死亡・後Ҩ障害、日常生׆ഛঈは国಺外問わず（日常生׆ഛঈは一部国಺

のみิঈ（注））、受託物ഛঈは国಺でआりたもののみ国಺外でิঈ（注）
（注）詳細は別冊P10、P11をご参照ください。

＊５　�日常生׆ഛঈおよび受託物ഛঈは、本人、配偶者、本人または配偶者と同居の
਌଒、本人または配偶者と別居の未ࠗの子もิঈ対象
（注）詳細は別冊P25の１ɽ（１）をご参照ください。

＊６　�ΰルフΝーഛঈ責任ิঈ・傷害ิঈ・ΰルフ用඼ิঈは国಺外問わず、ϗール
インϫン・アルόトϩεඅ用ิঈは国಺のみิঈ

＊̓　�傷害死亡・後Ҩ障害は国಺外問わず、ϗールインϫン・アルόトϩεඅ用ิঈ
は国಺のみิঈ

＊８　�෋࢜フイルϜϏδωεイϊϕーγϣンの社員の方は退職後の取扱いが異なる場合が
ありますので、୅ཧళ・扱者までお問い合わせください。

＊９　�加入಺༰照会は通年で可能
＊ø÷　��2025年３月１日始期～2026年２月2�日始期の契約は、団体ׂ引35ˋ

が適用されます。団体ׂ引は、෋࢜フイルϜグループ全体のお引受実੷に応じ
て毎年３月１日に見直されます。2026年３月１日以߱始期契約の団体ׂ引
率は、''#9保険S$へお問い合わせください。

＊øø　��団体扱の対象となる方のൣғ（契約者・記名被保険者・ं྆所有者等）や団体
扱特約失効時の取扱いについては、取扱୅ཧళまでお問い合わせください。

ʦ注意ʧ　�この表ࣔは各社保険঎඼の֓要をࣔしたものであり、参ߟ情ใとして提供す
るものです。঎඼の詳細は঎඼આ明および重要事項આ明ॻ（ご加入にあたっ
てのཹ意఺）を必ずご確認ください。また、ご不明な఺については୅ཧళ・
扱者または引受保険会社までお問い合わせください。

＊øù　��保険料の分ׂׂ増がかからないため
＊øú　��一括ׂ引適用のため
＊øû　ط��にアχίϜにご契約の方は、団体扱への切替はࢴாථでの申込となります。
＊øü　��ׂ 引率はご加入಺༰等によって異なります。ご年齢や保障಺༰等によってはݸ

別料率と同じ保険料となる場合があります。

保険種類 保険料
ׂҾ཰౳

保障（ิঈ）
ର৅஍Ҭ

Ճೖର৅ऀ
（ඃ保険ऀとͳΕΔํ）

Ճೖ年ྩ
（保険࢝ظ೔時఺） ୀ৬ޙのܧଓ 保険࢝ظ

（約೔ܖ） 保険ऴظ 保険料払ํࠐ๏
（༩ఱҾ͖څ）

ωοτ
खଓ͖

͓खଓ͖ํ๏

ϓϥϯ ৽نՃೖ มɹߋ ୤ୀ（ղ約）มߋͳ͠

保
険
ื
ू
期
ؒ
ʹ
͓
ख
ଓ
͖
͍
ͨ
ͩ
け
Δ
঎
品

֤種のଛ֐ʹ
උ͑Δ保険

ஂ
ମ
ଛ
֐
保
険
ớ
Ҿ
ड
保
険
ձ
社

ࡾ
Ҫ
ॅ
༑
ւ
্
Ờ

έΨ保険 30ˋ＊1
内֎໰わずࠃ 本人および家族

一部本人のみ 制ݶ
なし ⿛

ஂମׂ引で
継続Մ

一部ϓϥン
มߋ要

2026年
̐月21日
後̐時ޕ

2027年
̐月21日
後̐時ޕ

̒月څ༩から 保険ืू
期間のみ

⿟ஂମืू期間：
　Πンλーωットにて
　お手続きください。
⿟ஂମืू期間以֎：
　''#9保険4$�へ
　お໰い合わせください。

͓
ख
ଓ
͖
͸
ෆ
ཁ
Ͱ
͢
Ố

පؾ保険 30ˋ＊1
＊2 本人および家族

一部本人のみ

＊3

生後15日以上～79࠽
※�਌介護一時金・ۀٳ
ิঈは20࠽89～࠽

⿛
ஂମׂ引で
継続Մ

一部ϓϥン
มߋ要

ഛঈ保険 30ˋ＊1
＊4 本　人

＊5

制ݶ
なし ⿛ ஂମׂ引で

継続Մ

඼保険ߦܞ 30ˋ＊1
内֎໰わずࠃ 本　人

（家族型あり） 制ݶ
なし ⿛ ஂମׂ引で

継続Մ

ΰϧϑΝʔ͚޲保険

̒Ｅɺ̙̒
̖̒ɺ̗̒ 30ˋ＊1

＊6 本人および家族
制ݶ
なし ⿛ ஂମׂ引で

継続Մ

̛̒ 30ˋ＊1
＊7 本　人

制ݶ
なし ⿛ ஂମׂ引で

継続Մ

௕ظऩೖαϙʔτϓϥϯ 30ˋ
内֎໰わずࠃ 本　人

࠽59～࠽15 ʷ

ສ一のࢮ๢ɾ
ॴఆの
౓障͕͍ঢ়ଶߴ
ʹඋ͑Δ保険

ࣾһάϧʔϓ保険
（Ҿ受保険ձࣾɹ೔ຊੜ໋） ஂମ取扱

内֎໰わずࠃ 本人および家族 本　人
14歳̒Χ月௒※70歳̒Χ月以下
（75歳̒Χ月まで継続Մ）
※配偶者はຬ18歳以上

こども
２歳̒Χ月௒22歳̒Χ月以下

ㅧ
詳細は別冊
P43・P51
をご確認
ください。

2026年
̐月１日

2027年
３月31日 ̐月څ༩から 保険ืू

期間のみ
＊9

Πンλーωット

ੜ׆श׳පɾ
ʹେ࣬පࡾ
උ͑Δ保険

ੜ׆श׳ප保障ϓϥϯ
（Ҿ受保険ձࣾɹେथੜ໋） ஂମ取扱

内֎໰わずࠃ 本人および配偶者 本　人
15歳̒Χ月௒※
69歳̒Χ月以下

※配偶者はຬ18歳以上
ʷ 2026年

̐月１日
2027年
３月31日 ̐月څ༩から 保険ืू

期間のみ
Πンλーωット

௨
೥
͓
ख
ଓ
͖
͍
ͨ
ͩ
け
Δ
঎
品

පؾ΍έΨʹ
උ͑Δ保険

ҩྍ保険
（Ҿ受保険ձࣾɹΞϑϥοΫ） ஂମ取扱

内֎໰わずࠃ 本人および
ೋ等਌以内の家族 ̌歳～ຬ85歳 別扱いでݸ

継続Մ＊8 ਵ時
一生֔の保障
（一部の保障・
特約はআく）

保険契約日の
当月څ༩から ʷ

おੵݟり・ࢿ料請求はこちらか
らお໰い合わせください。

͕Μ保険
（Ҿ受保険ձࣾɹΞϑϥοΫ）

約0�9ˋ
＊15

内֎໰わずࠃ 本人および
ೋ等਌以内の家族 ̌歳～ຬ85歳 別扱いでݸ

継続Մ＊8 ਵ時
一生֔の保障

（一部の保障・
特約は10年ߋ৽）

保険契約日の
当月څ༩から ʷ

ࣗಈंの保険
ࣗಈं保険
（Ҿ受保険ձࣾɹࡾҪॅ༑ւ্Րࡂɾ

౦ژւ্೔ಈՐࡂ）
35�0ˋ
＊10、11

内のみࠃ 本人および家族
制ݶ
なし ⿛ ஂମׂ引で

継続Մ ਵ時 保険始期月の
２ϱ月後څ༩から

''#9保
険4$へ
ご࿈བྷく
ださい。
申込ॻを
ૹ付しま
す。

''#9保険4$へお
໰い合わせください。

ॅ·͍の保険 Րࡂ保険ʗ஍਒保険
（Ҿ受保険ձࣾɹࡾҪॅ༑ւ্Րࡂ）

10ˋ
（Րࡂ保険のみ）

内のみࠃ 本人および家族
制ݶ
なし ⿛ ஂମׂ引で

継続Մ ਵ時 保険始期月の
２ϱ月後څ༩から ʷ

ϖοτの保険
ϖοτ保険
Ͳ͏Ϳ݈ͭ保
（Ҿ受保険ձࣾɹΞχίϜଛ保）

月払約 10ˋ
＊12

年払 ３ˋ
＊13

内のみࠃ 本人および家族
（保険の対象 ೣ・ݘ ）

ೣ・ݘ
どうͿつ݈保
「;͊みり͌」「΀ち」
̓歳11ϲ月まで
どうͿつ݈保
「しにあ」̔ 歳以上年ྸ
上ݶなし

⿛ ஂମׂ引で
継続Մ ਵ時

保険始期月の
２か月後より
ৼସ࠲ޱ

৽نお申込み
のみ
＊14

一部本人のみ

＊3
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͓खଓ͖の஫ҙ఺

１．ご加入ʗご継続に͋たͬてのཹ意఺
ஶしく保険金請求のස度が高いなど、加入者相ޓ間のެฏ性をҳ脱するۃ端な保険金支払いまたはその請求が
あった場合、保険期間終ྃ後、継続加入できないことやิঈ಺༰を変更させていただくことがあります。あら
かじめごྃঝください。

２．ืूక੾ޙの୤退（ղ約）
「社員グループ保険」「生׆श׳病保障プϥン」「Ո଒生׆（අ）保障保険」について、ืूక੾（2026年２月
５日）ޙのத్୤退（死亡時、退職時は除く）は原則できません。
団体損害保険はP15ʻ̦８ʼをご確認ください。

３．පؾ保険（団体ଛ֐保険）について
◦�継続加入の方は原因発生日（発病日）が2026年４月21日ޕ後４時以前、あるいは入Ӄ開始日が2026
年４月21日ޕ後４時以前のお支払いについては、چご加入৚݅でのお支払いとなることがあります。
◦�原因発生日（発病日）時఺でご加入のない場合は、お支払いの対象とならないことがあります。
◦病ؾ保険は年令によって保険料が変わりますので、必ずP９～10で保険料をご確認ください。

◦�病ؾ保険では、新たにお申込みいただく方、および継続して加入される場合で保険金額の増額など
ิঈ಺༰を֦大するご加入಺༰のご変更を൐う方は、健康に関する告知をいただく必要があります。
「健康状گ告知ॻご記入のごҊ಺」をご覧のうえ、質問事項にご回౴ください。質問のご回౴がい
ずれも「いいえ」の場合、お引受けします。

◦�特定の࣬病・症状群について保険金をお支払いしない৚݅でご加入されている方については、継続
時にあらためて現在の健康状گ等に応じた告知をしていただくことができます。（詳細は別冊P36
～P42「健康状گ告知ॻご記入のごҊ಺」「健康状گ告知ॻ質問事項」をご確認ください。）

４．௕期ऩ入サϙートϓランについて
◦�௕期ऩ入αϙートプϥンでは、新たにお申込みいただく方、および継続して加入される場合で保険金額の増
額などิঈ಺༰を֦大するご加入಺༰のご変更を൐う方は、健康に関する告知をいただく必要があります。
「健康状گ告知ॻご記入のごҊ಺」をご覧のうえ、質問事項にご回౴ください。質問１、２のご回౴がいず
れも「いいえ」の場合、お引受けします。
◦�௕期ऩ入αϙートプϥンは年令によって保険料が変わりますので、必ずP13で保険料をご確認ください。

５．パンフレットについて
঎඼パンフレットと別冊（重要事項આ明ॻ）は、必ずηットで1 年間保؅ください。

͝ୀ৬時の͓खଓ͖

●退職ޙ継続のお取扱いについて
団体契約または
団体扱いで継続

ʜʜʜ◦団体損害保険（௕期ऩ入αϙートプϥンを除く）
◦社員グループ保険（原則、定年退職者にݶる）
◦自動ं保険
◦Րࡂ保険
◦ϖット保険
※�ཌ年からは෋࢜フイルϜグループ0#団体として、口࠲引མ（団体損害保険は
൒年払い、自動ं保険・Րࡂ保険は年払い）で継続が可能です。なお、社員グルー
プ保険は退職後継続保障制度へ移行となります。

人扱いで継続ݸ ʜʜʜ◦アΫα生໋（新規ืूఀࢭ）
◦アフϥッΫ
※団体ׂ引が適用外となるため、一ൠ保険料（ݸ別保険料）での継続となります。
ただし、アフϥッΫは෋࢜フイルϜϏδωεイϊϕーγϣン社員の方にݶり、退
職金受け取り方法により団体扱いで継続できる場合があります。

退職により終ྃ ʜʜʜ◦௕期ऩ入αϙートプϥン
◦生׆श׳病保障プϥン
◦Ո଒生׆（අ）保障保険（新規ืूఀࢭ）
◦積立式団体終身保険（新規ืूఀࢭ）

●退職手続きのながれ
ご退職時にお手続きが必要な方に対し、෋࢜フイルϜϏδωεエΩεパート（ג）保険αーϏεηンλーより
手続ॻ類をおૹりいたします。
保険種類・಺༰等により、当年の残り保険期間相当分の保険料を一括でお支払いしていただく場合があります。

ຊ͔Β֎Εͨ৔߹の͓取ѻ͍ࢿΊઌ͕෋࢜ϑΠϧϜάϧʔϓۈ͓

本制度は෋࢜フイルϜグループの෱利ް生であるため、おۈめઌが何らかのཧ由により෋࢜フイルϜグループ
の資本外となった場合は契約の継続は出来ません。脱退等のお手続きは෋࢜フイルϜϏδωεエΩεパートよ
りごҊ಺いたします。
（アΫα生໋、アフϥッΫのҩ療保険、がん保険、自動ं保険、Րࡂ保険、ϖット保険はݸ人契約へ移行し継
続可能です。）
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団体定期保険－Ⅰ　　〈事務幹事〉日本生命

商品内容のご説明

加入対象者 役員・社員・嘱託

保 険 金 死亡保険金額・高度障がい保険金額100万円

保険金受取人 弔慰金規程の定めに基づく死亡保険金受取人
※高度障がい保険金の受取人は本人（主たる被保険者）です。
（注）�本人（主たる被保険者）のご加入が、保険料会社負担部分のみである

場合、配偶者・こどもはご加入になれません。また、配偶者・こどもが
加入される場合は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額で申込み
いただく必要がありますが、この場合の本人の保障額には、保険料会
社負担部分は含まれませんので、ご注意ください。

保険料会社負担部分について
当制度は役員・社員・嘱託の方々の万一の場合に備え、会社が
保険料を負担し、役員・社員・嘱託の方々が被保険者となる保
険制度を付保しております。
また、保険料会社負担部分の加入対象者の個人情報の取扱い
は、パンフレット（別冊）P51に記載している個人情報の取扱
いのとおりです。
保険料会社負担部分の被保険者となることに同意いただくこ
とができない場合は、２月５日までにFFBX　保険サービスセ
ンターまでお申し出ください。

制度内容等の詳細につきましては別冊P43～ 50およびP51～ 52の「ご加入にあたっての留
意点」「ご加入者の皆様へ」を必ずご確認ください。

※別冊P45～ 48に記載の「契約概要」と「注意喚起情報」には、それぞれご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確
認いただきたい事項と特に注意いただきたい事項が記載されています。また、別冊P49～ 50に記載の「正しく告知いただく
ために」には、ご加入・増額のお申込みの際に必要となる被保険者告知に関する重要な事項が記載されています。お申込みにあ
たっては、当パンフレットとあわせてご確認ください。なお、ご加入者（被保険者）は、当パンフレット（「契約概要」・「注意
喚起情報」等を含みます。）をお読みいただいた後も大切に保管してください。

意向確認書 ご自身のニーズ（ご意向）に合致した商品内容であるか､お申込み前に必ず
ご確認ください。

この保険は､ 以下のニーズをお持ちの方に適した保険期間１年の商品です。
原則として、加入資格を満たすかぎり､ 更新により一定期間継続して加入いただくことができます。

◦死亡保障・高度障がい保障

当パンフレット（「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。）により、この商品がご自身のニーズに合致しているかご確認ください。

チェック欄

□　保障内容はニーズに合致していますか。
□　ご自身が選択された保障額・保険料､ および､ その他の商品内容はニーズに合致していますか。

特色 死亡保障・所定の高度障がい保障のある掛捨て型の生命保険です。

1 団体保険としての割引が適用された加入しやすい保険料で、充実した保障を確保できます。

2 医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。
※告知に関しては、別冊P49～50に記載の「正しく告知いただくために」をご覧ください。

3 1年更新の保険ですので、ライフイベントの変化に合わせ、毎年保障額の見直しができます。
（ただし、健康状態等によっては新規加入および保障額を増額できない場合があります。）

4 ご本人さまがご加入の場合、配偶者さま・お子さまもお申込みができます。（配偶者さま・お子さまのみのお申込みはできません。）

5 主契約およびこども特約の実質保険料（保険料から配当金を控除した金額）は、一般生命保険料控除の対象です。
※2025年９月現在の税制等に基づくものであり、今後、税務の取扱い等が変わる場合があります。

6 被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約の効力は発生しません。（更新できません。）

7 保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を年金として受取ることもできます。
※こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
※�保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることができません。
※詳細についてはP21の「保険金の年金受取り（年金払特約）」をご参照ください。

　年齢群団別　男女別月払保険料（概算）� （保険料の単位：円）

対　象
本　　　人

配　偶　者
死亡保険金額

（高度障がい保険金額）
150
万円

300
万円

500
万円

1,000
万円

1,500
万円

2,000
万円

2,500
万円

3,000
万円

3,500
万円

4,000
万円

4,500
万円

5,000
万円

5,500
万円

6,000
万円

保険年齢 性別
15歳～35歳

（ ）H2.10.2生～
H23.10.1生

男性 148 298 498 996 1,494 1,992 2,490 2,988 3,486 3,984 4,482 4,980 5,478 5,976

女性 113 228 381 762 1,143 1,524 1,905 2,286 2,667 3,048 3,429 3,810 4,191 4,572
36歳～40歳

（ ）S60.10.2生～
H2.10.1生

男性 174 350 583 1,167 1,750 2,334 2,917 3,501 4,084 4,668 5,251 5,835 6,418 7,002

女性 155 312 520 1,041 1,561 2,082 2,602 3,123 3,643 4,164 4,684 5,205 5,725 6,246
41歳～45歳

（ ）S55.10.2生～
S60.10.1生

男性 219 439 732 1,464 2,196 2,928 3,660 4,392 5,124 5,856 6,588 7,320 8,052 8,784

女性 178 358 597 1,194 1,791 2,388 2,985 3,582 4,179 4,776 5,373 5,970 6,567 7,164
46歳～50歳

（ ）S50.10.2生～
S55.10.1生

男性 290 582 970 1,941 2,911 3,882 4,852 5,823 6,793 7,764 8,734 9,705 10,675 11,646

女性 231 463 772 1,545 2,317 3,090 3,862 4,635 5,407 6,180 6,952 7,725 8,497 9,270
51歳～55歳

（ ）S45.10.2生～
S50.10.1生

男性 441 883 1,472 2,945 4,417 5,890 7,362 8,835 10,307 11,780 13,252 14,725 16,197 17,670

女性 383 768 1,280 2,560 3,840 5,120 6,400 7,680 8,960 10,240 11,520 12,800 14,080 15,360
56歳～60歳

（ ）S40.10.2生～
S45.10.1生

男性 500 1,002 1,671 3,343 5,014 6,686 8,357 10,029 11,700 13,372 15,043 16,715 18,386 20,058

女性 479 960 1,600 3,200 4,800 6,400 8,000 9,600 11,200 12,800 14,400 16,000 17,600 19,200
61歳～65歳

（ ）S35.10.2生～
S40.10.1生

男性 530 1,062 1,770 3,540 5,310 7,080 8,850 10,620 12,390 14,160 15,930 17,700 19,470 21,240

女性 490 982 1,637 3,274 4,911 6,548 8,185 9,822 11,459 13,096 14,733 16,370 18,007 19,644
66歳～70歳

（ ）S30.10.2生～
S35.10.1生

男性 571 1,143 1,906 3,813 5,719 7,626 9,532 11,439 13,345 15,252 17,158 19,065 20,971 22,878

女性 506 1,013 1,689 3,379 5,068 6,758 8,447 10,137 11,826 13,516 15,205 16,895 18,584 20,274

対　象 こども
死亡保険金額

（高度障がい保険金額） 300万円 400万円

保険年齢
３歳～22歳

（ ）H15.10.2生～
R5.10.1生

210 280

●保険料は毎月の給与から控除します。（第1回目は４月給与から）
●≪本人・配偶者≫の保険料は概算保険料です。正規保険料は申込締切後に算出し、更新日（今回は2026年４月１日）から適用します。
　保険料は、毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額の保険金額で更新された場合、通常、更新
後の保険料は更新前より高くなります。
≪こども≫の保険料は1人あたりの確定保険料です。
記載の保険料は、確定保険料を含め、2025年10月29日（計算基準日）現在のものであり、保険料率等が改定される場合には、変動する
ことがあります。

●当パンフレットにおける年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と記載しております。
※「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、1年未満の端数は６カ月以下は切捨て、6カ月超は切上げます。
　（例：19歳7カ月の被保険者の方の保険年齢は20歳となります。）

●配偶者・こどもは、本人と同額もしくはそれ以下の保険金額でお申込みください。
●上表にない保険年齢・保険金額の保険料については、FFBX　保険サービスセンターにご照会ください。
【退職時のお取扱い】
退職後のお取扱いについては、別冊P43・P51をご確認ください。

保障額と保険料 当保険は保険料会社負担部分の加入対象者のみ加入いただけます。
※加入資格の詳細については別冊P43をご確認ください。

ご加入対象 退職後
継　続

別　冊
ページ

本人
or

本人・配偶者・こども
△ P43～50

・
P51～52

◆死亡保障・高度障がい保障
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団体定期保険－Ⅱ　　〈事務幹事〉日本生命

■保険金のお支払事由
［死亡保険金］…………引受保険会社は､ 被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払

いします。

［高度障がい保険金］…引受保険会社は､ 被保険者がこの保険契約への加入日（＊１）以後の傷害または
疾病によって、保険期間中に､ 別表（＊２）に定める高度障がい状態のいずれか
になられた場合、高度障がい保険金をお支払いします｡
なお､ 上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には､ この保険契約のそ
の被保険者に対する部分は､ 高度障がい状態になられた時に消滅したものとして
取扱います｡
したがって､ 高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。

（＊１）�その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読
替えます。

（＊２）対象となる「高度障がい状態」とは

❶ 両眼の視力を全く永久に失ったもの

❷ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

❸ 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し､ 終身常に介護を要するもの

❹ 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの

❺ 両上肢とも､ 手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

❻ 両下肢とも､ 足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

❼ １上肢を手関節以上で失い､ かつ､ １下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全
く永久に失ったもの

❽ １上肢の用を全く永久に失い､ かつ､ １下肢を足関節以上で失ったもの

～高度障がい状態に関する補足説明～
１．常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取､ 排便・排尿・その後始末､ および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれも
が自分ではできず､ 常に他人の介護を要する状態をいいます。

２．眼の障がい（視力障がい）
（１）視力の測定は、万国式試視力表により､ １眼ずつ､ きょう正視力について測定します。
（２）「視力を全く永久に失ったもの」とは､ 視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
（３）視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。

３．言語またはそしゃくの障がい
（１）「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。

①語音構成機能障がいで､ 口唇音､ 歯舌音､ 口蓋音､ こう頭音の４種のうち､ ３種以上の発音が不能となり､ その回
復の見込のない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能の場合

（２）「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは､ 流動食以外のものは摂取できない状態で､ その回復の見込のない
場合をいいます。

４．上・下肢の障がい
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは､ 完全にその運動機能を失ったものをいい､ 上 ･下肢の完全運動麻ひ､ ま
たは上 ･下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節､ ひじ関節および手関節､ 下肢においてはまた関節、ひ
ざ関節および足関節）の完全強直で､ 回復の見込のない場合をいいます。

制度内容等の詳細につきましては別冊P43～ 50およびP51～ 52の「ご加入にあたっての留
意点」「ご加入者の皆様へ」を必ずご確認ください。

■保険金をお支払いしない場合等（詳細）
【主契約】
●引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。
◦�被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入（＊１）日から起算して１年を超えて継続して被保険者であった場
合には保険金をお支払いします。
◦保険契約者・被保険者の故意。
◦�保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受
取人にお支払いします。
◦戦争その他の変乱。（＊２）
（＊１）保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。
（＊２）�ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が

少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお
支払いします。

【高度障がい保険金】
●高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入（＊１）時以後に生じた場合にかぎります。
（原因となる傷病がご加入（＊１）時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。）
したがって、原因となる傷病がご加入（＊１）時前に生じていた場合には、過去の傷病歴（傷病名、治療期間等）、おから
だの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。

【すべての保険金】
次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。
●告知義務違反による解除の場合
ご加入（＊１）のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告
げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入（＊１）部分が解除されたとき。ただし、
支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。
●詐欺による取消の場合
保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部
またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
●不法取得目的による無効の場合
保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険
契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すで
に払込まれた保険料は払戻しません。
●保険契約が失効した場合
保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。
●重大事由による解除の場合
次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。
（以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③
の事由に該当したときにかぎり、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、
他の保険金受取人にお支払いします。）
①�保険契約者、被保険者（死亡保険金の場合は被保険者を除きます。）または保険金受取人が、保険金（死亡保険金の場合
は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。）を詐取する目的または他人に
詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）をしたとき。
②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があったとき。
③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の（ア）～（オ）のいずれかに該当するとき。
（ア）�暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係

企業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
（イ）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
（ウ）反社会的勢力を不当に利用していると認められること
（エ）�反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関

与を受けていると認められること
（オ）その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④�上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続
を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。

■「障がい」の表記
当パンフレット（社員グループ保険部分 )では、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用い
られている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。

日本 - 団 -2025-707-11679-M（R7.11.6）
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保険金の年金受取り（年金払特約）
万一の場合、残されたご家族の月々の生活費としても活用いただくことができます。
保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を年金として受取ることもできます。
※こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
※�保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることができません。

【年金の種類と内容】

年金の
種類

種類 確定年金 保証期間付終身年金

受取期間 ５年、10年、15年 終身（保証期間15年）

年金の型 定額型・逓増型（年５%の単利）

年金受取り 次のいずれかを選択　①年１回受取り　②年２回受取り（６カ月ごと）　③年４回受取り（３カ月ごと）

年金受取開始日 次のいずれかを選択〔２月１日、５月１日、８月１日、11月１日〕

一括受取請求 年金受取人の請求によって年金受取りにかえて、一括
受取りを請求できます。

同左
（ただし、一括受取りの請求期間は保証期間までとなります。）

年金受取人が
死亡された場合

残存受取期間の未払年金の現価を年金受取人の相続
人にお支払いします。

保証期間中に死亡された場合、残存保証期間に対応する未払
年金現価を年金受取人の相続人にお支払いします。

年金受取開始日後の
配当金のお受取方法
について

年金受取開始日後の配当金のお受取方法は以下のいずれかの方法の中から選択いただきます。
○年金とともに受取る方法
○年金の買増にあてる方法
○利息をつけて積立てる方法

年金基金設定日から
年金受取開始日の前
日まで（据置期間）
の配当金のお支払方
法について

所定の利率（＊）による利息をつけて積立て、年金受取開始日が到来したときに年金基金に繰入れ、年金額を増額します。
（＊）利率は引受保険会社各社で異なり、また、金融情勢等により変動することがあります。

●第１回年金年額が30万円未満となる場合は、年金でのお受取りはできません。（一時金でのお受取りとなります。）
●年金受取方法を年２回受取り、または年４回受取りとする場合、年金年額40万円以上での設定が必要となります。
●保証期間付終身年金は、第１回年金受取り時の年金受取人の方が年齢39歳６カ月超の場合のみ選択可能です。

社員グループ保険
団体定期保険－Ⅲ　　〈事務幹事〉日本生命

ＭＥＭＯ
制度内容等の詳細につきましては別冊P43～50および
P51～ 52の「ご加入にあたっての留意点」「ご加入者
の皆様へ」を必ずご確認ください。

保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の
抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。

金融庁の
公的保険ポータルはこちら

全額一時金

保険金はやっぱり一時金で受取りたい。
そのお金で、葬儀費用や各種ローンの
支払いを済ませよう。

１ 一時金＋年金

葬儀費用のために多少は一時金で受取
りたい。残った保険金は、年金受取りにし
て、今後の生活費や教育費にあてよう。

２ 全額年金

一括受取りは個人保険でカバーできて
いるから、全額年金受取りにして、今後の
生活費を増やしたい。

３
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˕引受保険会社一ཡ
（2026年１月１日ࡏݱ。引受保険会社は会社のࢦ定によりมわることがあります。）
複数の保険会社によるڞ同保険契約を締結される場合は、引受保険会社はそれぞれの引受ׂ合または保険金
額に応じ、࿈帯することなく単ಠ別ݸに保険契約上の責任を負います。װ事保険会社は他の引受保険会社の
業務および事務の୅ཧ・୅行を行います。
また、引受保険会社および引受ׂ合は変更することがあります。なお、各保険会社の引受ׂ合については、
後日確定します。෋࢜フイルϜϏδωεイϊϕーγϣンג式会社へお問い合わせください。

【ଛ֐保険】

⿟έΨ保険　⿟病ؾ保険　⿟ഛঈ保険　⿟ߦܞ඼保険　⿟ΰϧフΝー͚޲保険
⿟௕期ऩ入αϙートϓϥン
（病ؾ保険は、ࡾҪॅ༑ւ上Րࡂ保険ג式会社100ˋの引受となります。）

会社ࣜג保険ࡂҪॅ༑ւ上Րࡾ　事会社װ
૯合Ӧۀୈ࢛部��ୈೋ՝

˟101ʵ0062　౦ژ౎ઍ୅ా۠神ాॣՏ୆̐ʵ̒　ޚ஡ϊਫιϥγςΟ22֊
5&-��03ʵ6865ʵ4157

౦ژւ上日動Րࡂ　　損保δϟパン　　ηίϜ損保　　あいおいχッηイ同࿨
（2026年４月21日以߱、変更の可能性があります。）

⿟ҩྍ保険（生活श׳病保障ϓϥン）

ʤ引受保険会社ʥ　େथ生命保険ࣜג会社　法人Ӧۀୈೋ部
˟105ʵ7190　౦ژ౎۠ߓ౦৽１ڮʵ̑ʵ２

5&-��03ʵ6735ʵ8760

⿟社һάϧーϓ保険

ʤ引受保険会社ʥ　日本生命保険૬ޓ会社（事຿װ事）　法人αーϏεηンλー
5&-��0120ʵ563ʵ925

※お໰合せの際には、記߸証݊൪߸（930ʵ2357）をお知らせください。
受付時間　月༵日～金༵日　9：00～17：00（ॕ日・12ʗ31～１ʗ３をআく。）

⿟ࣗಈं保険

౦ژւ上日ಈՐࡂ保険ࣜג会社
άϦーンϏジωε本部��Խֶۀ࢈Ӧۀୈೋࣨ

˟100ʵ8107　౦ژ౎ઍ୅ా۠大手ொ１ʵ̑ʵ１
5&-��03ʵ3285ʵ0216

成年月：2025年９月　　ืूจॻ൪߸：255$ʵ002713࡞

⿟ҩྍ保険　⿟がん保険

ʤ引受保険会社ʥ　Ξフラック
法人ୈೋӦۀ部

˟163ʵ0456　౦ژ౎৽॓۠੢৽॓２ʵ１ʵ１　৽॓ࡾҪϏϧ
5&-��03ʵ6374ʵ1422

"'006ʵ2025ʵ05�2　10月３日（271003）

【生命保険】

⿟ࣗಈं保険　⿟Րࡂ保険

会社ࣜג保険ࡂҪॅ༑ւ上Րࡾ
૯合Ӧۀୈ࢛部��ୈೋ՝

˟101ʵ0062　౦ژ౎ઍ୅ా۠神ాॣՏ୆̐ʵ̒　ޚ஡ϊਫιϥγςΟ22֊
5&-��03ʵ6865ʵ4157

⿟ペット保険

ΞニίϜଛ֐保険ࣜג会社
あんしんαーϏεηンλー

˟160ʵ8352　౦ژ౎৽॓۠੢৽॓̔ʵ17ʵ１　ॅ༑ෆಈ࢈৽॓άϥンυλϫー39֊
5&-��0800ʵ888ʵ8256

ืूจॻ൪߸：P2510ʵ001970
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保 険 種 ྨ ສ一のނࣄ時の͝࿈བྷઌ
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έΨ保険

受෇ηϯλʔނࣄҪॅ༑ւ্ɹࡾ

0120-258-189ʢ��時ؒ ��� ೔受෇αーϏεʣ

පؾ保険

ഛঈ保険

඼保険ߦܞ

ΰϧϑΝʔ͚޲保険

௕ظऩೖαϙʔτϓϥϯ

ࣾһάϧʔϓ保険
ɹ（೔ຊੜ໋） ෋࢜ϑΠϧϜϏδωεΤΩεύʔτ保険αʔϏεηϯλʔ

0120-553-053
ʢ౔೔ɾॕ೔をআ͘ฏ೔ ��ɿ��ʙ ��ɿ��ʣੜ׆श׳ප保障ϓϥϯ

ɹ（େथੜ໋）

お問い合わせ先／代理店・扱者

෋࢜ϑΠϧϜϏδωεΤΩεύʔτࣜגձࣾ（''#9）
保険αʔϏεηϯλʔ

〒160－0023　東京都新宿区西新宿５丁目１番１号　住友不動産新宿ファーストタワー
（受付時間　土日・祝日を除く　平日 10：00～15：00）

&ϝʔϧɹCYIPLFO!GVKJp�MN�DPN
Ｅ̡̩ ç��ʵ����ʵ����ɹɹϑϦʔμΠϠϧ ����ʵ���ʵ���

˞Ի੠ΨΠμϯε͔Β̒ʢஂମ保険ืूʣを͓બͼください。ʢΨΠμϯεͷ్தͰも͓ਐΈいただ͚ま͢。ʣ
ホームページ https://www.fujifi lm.com/ff bx/ja
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社員άϧーϓ保険

効力発生日 ●効力発生日：2026年 4月1日

加入資格

以下の加入資格の他､「申込ॻ݉告知ॻ」（ウΣϒお手続き対象の方は、インλーωット（ウΣϒαイト））に記載
の಺༰をे分ご確認のうえ、お申込みください。
以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。
ʬ本　人ʭ෋࢜フイルϜϏδωεイϊϕーγϣンおよび関࿈会社各社にۈ務する役員･社員・嘱託の方で

新規加入 ･増額は､ 年齢14歳 6カ月超70歳 6カ月以下（ত࿨30年10月２日以߱生まれ）の方。
継続加入は､ 年齢75歳 6カ月以下（ত࿨25年10月２日以߱生まれ）の方。

ʬ配偶者ʭ上記本人の配偶者の方で
新規加入 ･増額は､ 年齢満1�歳以上70歳 6カ月以下（ত࿨30年10月２日以߱生まれ）の方Ň
継続加入は､ 年齢75歳 6カ月以下（ত࿨25年10月２日以߱生まれ）の方。

ʬこどもʭ上記本人のැཆするこども（＊）で年齢2歳6カ月超22歳 6カ月以下の方。
ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください。この場合、保障額は同
一となります。
（＊）健康保険法に定める被ැཆ者のൣғのうち子に関する規定を準用します。

ʲ退職後の継続加入についてʳ
●�原則、定年退職者にかぎり本人は、退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下の保障額で、退職後も
年齢70歳6カ月まで継続加入することができます。࠷高保障額は4
000万円です。
●�配偶者は、本人が退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額で、年齢70
歳6カ月まで継続加入することができます。࠷高保障額は1
000万円です。
●こどもは、本人が退職後、次期更新日前日付で脱退となります。
●本人が退職後、本人・配偶者・こどもの新規加入・増額はできません。
※P51の「退職後のお取扱い」をご確認ください。

（ご注意）
①ご加入後に病ؾになられても､ 原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続
加入できます。

②本人としての加入資格を有する配偶者は､ 本人としてご加入ください。
　（同一人が本人､ 配偶者のೋつの資格でೋ重に加入することはできません。）
③配偶者・こどものみで加入することはできません。
④配偶者・こどもは､ 本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。
ᶇ保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は､ 配偶者・こどもも自動的に脱退となります。
ᶈ本人が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただ
し、所定の৚݅のもと手続きいただいた場合、上記のとおり継続加入いただくことができます。

保険期間 ●保険期間は2026年４月１日～2027年 3月31日までです。
以߱は毎年4月1日を更新日とし､ 保険期間1年で更新します。

この保険契約
から୤退
いただく場合

●本人（主たる被保険者）が加入資格を失われた場合には､ 保険期間の్中であってもその日にこの保険契約から
脱退となります。
●更新日時఺で継続加入年齢を超える方は、更新日の前月末日で脱退となります。また、保険期間の్中で継続加
入年齢を超える方は、次の更新日の前月末日で脱退となります。
●配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日、こどもは次の①または③に定める
日にこの保険契約から脱退となります。
①本人の脱退日・死亡日､ 本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当
された日

②加入資格を失われた日
③更新日にこどもが加入資格を失われている場合はその更新日の前日
●この保険契約の保障終ྃ日は､ 脱退となった日のଐする保険料が払込まれた期間の末日です。（例え͹、3月
24日に脱退された場合、3月分保険料を払込みいただき、3月31日が保障終ྃ日となります。）
●この保険契約には､ 被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
●退職等の事由により脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の৚݅のもと新たな告
知や਍ࠪ等をলུしてݸ人保険（終身保険・ཆ࿝保険）に加入できます。詳細は঎඼パンフレットのཪ໘に記載
の団体૭口までお問合せください。

受取人

●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者 ･こども・ଙ・෕฼・૆෕฼・ܑఋ࢞ຓから選択できます。
●配偶者の死亡保険金受取人は本人（主たる被保険者）です。
●�本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は被保険者ご自身、こどもの死亡保険金・高度障がい保険金受取人
は本人（主たる被保険者）です。

社員άϧーϓ保険

配当金
●1年ごとにऩ支計算を行い､ ৒༨金が生じた場合は､ 配当金をお受取りになれますŇ 配当金のお受取りがある
場合､ 実質負担額（年間払込保険料から配当金を控除した金額）がܰ減されますŇ
脱退され､ 保険期間の中్で保障終ྃとなられた方は配当金をお受取りになれません。

੫務上の
お取扱い

ʪ保険料ʫ
●主契約およびこども特約の実質保険料（保険料から配当金を控除した金額）は､一ൠ生໋保険料控除の対象です。
※この保険契約には新生໋保険料控除制度が適用されます。生໋保険料控除の詳細は、χッηイのϗーϜϖーδ
をご参照ください。
（IUUQT���XXX.OJTTBZ.DP.KQ�LFJZBLV�PTIJSBTF�IPLFOSZPLPKP�)
※一ൠ生໋保険料控除の対象となる実質保険料については、年末ௐ੔ ･確定申告時に控除証明ॻ等にて必ずご確
認ください。

※当社員グループ保険以外に一ൠ生໋保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合､ 控除額は控除の対象とな
る保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当社員グループ保険のみの保険料に基づ
き計算されるわけではありません。

ʪ保険金ʫ
●死亡保険金
ʬ本　人ʭ相続税の՝税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合､本人死亡時の保険金（法定相続人が受取っ

た他の生໋保険等の受取金がある場合には､ これと合算した金額）に対して相続税法上一定の金額が非
՝税となる場合があります。

ʬ配偶者・
　こどもʭ

本人（主たる被保険者）が受取人の場合､ 死亡保険金は一時所得として所得税およびॅຽ税の՝税対象
となります。

●高度障がい保険金・・・被保険者が受取人の場合､ 非՝税です。
ʪ年金ʫ
●年金・・・（ެ的年金等以外の）ࡶ所得として所得税およびॅຽ税の՝税対象です。
՝税対象額 （́年金年額ʴ年金開始後配当金）ɻ 必要経අ※

※必要経අʹ年金年額（除配当金）̫ 　年金基金ॆ当金　
年金お支払見込૯額

税務の取扱い等について、2025年９月現在の税制 ･関係法令等に基づき記載しておりますŇ
今後､ 税務の取扱い等が変わる場合がありますので､ 記載の಺༰・数஋等はক来にわたって保証されるものではあ
りませんŇ
､別の税務取扱い等についてはݸ 所׋の国税ہ ･税務ॺやސ問税ཧ࢜等にご確認ください。

制度ӡӦ
および

引受保険会社

当制度は෋࢜フイルϜϗールσΟングεג式会社が生໋保険会社と更新時఺の約׺に基づき締結したこども特約付
年金払特約付団体定期保険契約に基づいて運営します。
この団体定期保険契約は以下の引受保険会社によるڞ同取扱契約であり、事務װ事が他の引受保険会社からҕ任を
受けて事務を行いますが､ 各ご加入者（被保険者）の加入保険金額について､ 引受保険会社はそれぞれの引受ׂ合
（2025年９月３日現在）に応じて保険契約上のݖ利を有し義務を負い、相ޓに࿈帯して責任を負うものではあり
ません。なお､ ক来引受保険会社および引受ׂ合は変更することがあります。

引受保険会社
日本生໋保険相ޓ会社〔事務װ事〕　　　　（4�.14ˋ）
大थ生໋保険ג式会社　　　　　　　　　　（1�.66ˋ）
ॅ༑生໋保険相ޓ会社　　　　　　　　　　（14.73ˋ）
第一生໋保険ג式会社　　　　　　　　　　（13.0�ˋ）
式会社　　（��2.19ˋ）גҪॅ༑ւ上あいおい生໋保険ࡾ
明治҆ా生໋保険相ޓ会社　　　　　　　　（��1.33ˋ）
S0.P0ひまわり生໋保険ג式会社　　　　（��0.62ˋ）
大同生໋保険ג式会社　　　　　　　　　　（��0.50ˋ）
ϝットϥイフ生໋保険ג式会社　　　　　　（��0.46ˋ）
౦ژւ上日動あんしん生໋保険ג式会社　　（��0.13ˋ）
෋国生໋保険相ޓ会社　　　　　　　　　　（��0.0�ˋ）
ιχー生໋保険ג式会社　　　　　　　　　（��0.0�ˋ）

ご加入に͋たͬてのཹ意఺（ඞͣ、おಡみください。） �ձࣾޓ೔ຊੜ໋保険૬�ձࣾࣄװ຿ࣄ
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社員άϧーϓ保険ご契約の概要について　【契約概要】　団体定期保険 �ձࣾޓ೔ຊੜ໋保険૬�ձࣾࣄװ຿ࣄ
ご加入にあたっての留意点（必ず、お読みください。）

この「契約概要」は、ご加入の内容等に関するॏ要な事߲の͏ち、特に確認いただきたい事߲を記載しております。
お申込みલにඞͣおಡみいただき、内容をご確認・ごྃղの͏え、お申込みください。
また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要をࣔしています。
その他詳細につきましては、パンフレット・「注意喚起情報」・「ਖ਼しく告知いただくために」等をごࢀ照ください。

ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容がニーズ（ご意向）に合致しているか、
お申込みલにඞͣご確認ください。

保障額と保険料
●�保険料は、毎年の更新時に、ご加入者（被保険者）の加入
状گ等に基づき、契約（団体）ごとに算出し、変更しま
す。

●詳細は、パンフレット等の該当Օ所をご確認ください。

保険期間
●詳細は、P43をご確認ください。

加入資格
●詳細は、P43をご確認ください。

受取人
●詳細は、P43をご確認ください。

配当金
●�１年ごとにऩ支計算を行い、৒༨金が生じた場合は、配
当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある
場合、実質負担額（年間払込保険料から配当金を控除し
た金額）がܰ減されます。
※�ご加入や脱退の時期等により配当金をお受取りにな
れない場合があります。

●詳細は、P44をご確認ください。

୤退による払໭金
●�この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻
金はありません。

制度ӡӦおよび引受保険会社
●�当制度は、契約者である団体が生໋保険会社と締結し
た団体定期保険契約に基づいて運営します。

●�この団体定期保険契約がڞ同取扱契約の場合（この団
体定期保険契約を複数の引受保険会社でお引受けして
いる場合）は、事務װ事会社が他の引受保険会社からҕ
任を受けて事務を行いますが、引受保険会社はそれぞ
れの引受ׂ合に応じて保険契約上のݖ利を有し義務を
負い、相ޓに࿈帯して責任を負うものではありません。
なお、ক来引受保険会社および引受ׂ合は変更するこ
とがあります。

●詳細は、P44をご確認ください。

ご૬ஊ૭ࢦ・ޱ定ฆ૪ղܾػ関
●�ご照会・ۤ 情につきましては、パンフレット等に記載の
団体૭口までお問合せください。（なお、引受保険会社
へのご要望・ۤ 情につきましては、同じくパンフレット
等に記載の日本生໋૭口までご࿈བྷください。）

●�この঎඼に係るࢦ定ฆ争解ܾ機関は一ൠ社団法人生໋
保険ڠ会です。詳細につきましては、「注意ש起情ใ」を
ご覧ください。

この保険の特௃
●この保険は、団体を契約者とし、その所ଐ員等のうち希望される方に加入いただく団体保険です。
●�保険期間１年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことがで
きます。
●ご加入者（被保険者）の死亡・高度障がいに対する保障を確保できます。
●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。
●受取人の希望により、保険金を一時金として受取るだけでなく、年金として受取ることもできます。
●�この保険には、団体が保険料を負担し、所定の所ଐ員等をご加入者（被保険者）、そのҨ଒を受取人とする保障が
付保されています。

主な保障内容
●以下の場合に、保険金をお支払いします。

主
契
約

死 亡 保 険 金 保険期間中に、死亡された場合

高度障がい保険金 保険期間中に、加入日（＊）以後の病ؾやέΨによって、所定の高度障がい状態になられ
た場合

※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかのお支払いがある場合、保障は終ྃします。
　死亡保険金と高度障がい保険金を重複してお支払いすることはありません。

（＊）�その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と
読替えます。

主契約

保険期間1年

更新

保険期間1年

更新

保険期間1年

ࢿଇとして、加入ݪ
֨をຬたすか͗り、
৽により継続してߋ
加入いただくことが
できます。

加入日 更新日 更新日 更新日

契約者　෋࢜フイルϜϗールσΟングεג式会社　　事務װ事会社　日本生໋保険相ޓ会社
日本2022団基�77�1（2023.11.27）　日本ー団ー2025ー707ー11679ー.（̧7.11.6）　　団̖؆ʵ̖型̗年̟̥

しくみਤ（イϝーδ）
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特に注意いただきたい事߲について【注意喚起情報】　団体定期保険 �ձࣾޓ೔ຊੜ໋保険૬�ձࣾࣄװ຿ࣄ
ご加入にあたっての留意点（必ず、お読みください。）

この「注意喚起情報」は、ご加入（＊）のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。
お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ごྃղのう͑、お申込みください。また、お支払事༝等お
よび制ݶ事項の詳細΍ご契約の内容に関する事項そのଞ詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」・
「正しく告知いただくために」等を必ずごࢀরください。
（＊）保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読ସ͑ます。
΢Σϒお手続きの方は、Πンλーωット（΢ΣϒαΠト）にて告知および申込み手続きをしてください。

クーϦンάŋΦフ
●�この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、
ご加入（＊）のお申込みにはΫーϦング・オフの適用は
ありません。

告知に関するॏ要事߲
告知のٛ務
●�健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が
事実のありのままを、正確にもれなく告知してくださ
い。（これを告知義務といいます。）
傷病歴等があった場合でも、全てのご加入（＊）のお申
込みをおஅりするものではありません。
●�引受保険会社の職員（営業職員・ίールηンλー担当者
等）・団体事務担当者等に口頭でお఻えまたは資料提ࣔ
されただけでは告知いただいたことになりません。
必ずઐ用XFCαイトまたはࢦ定されたॻ໘（「申込ॻ
݉告知ॻ」等）にて告知してください。

ਖ਼しく告知いただけない場合の取扱い
●�告知義務に違反された場合は、ご加入（＊）を解除させ
ていただき、保険金をお支払いできないことがありま
す。

告知内容等の確認
●�後日、保険金をご請求の際に、告知಺༰等を確認させて
いただくことがあります。

※�告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必
ず詳細をご確認ください。

੹೚։࢝期
●�引受保険会社がご加入（＊）をঝ୚した場合、所定の加
入日（＊）から保険契約上の責任を負います。
ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満
たない場合は、保険契約の効力は発生しません。（更新
できません。）
※�所定の加入日（＊）については、「申込ॻ݉告知ॻ」、ま
たはパンフレット等に記載された「効力発生日」で
す。

●�引受保険会社の職員（営業職員・ίールηンλー担当者
等）には、ご加入（＊）をঝ୚するݶݖがありません。

保険金をお支払いしない主な場合
●�次のような場合、保険金をお支払いしないことがあり
ます。
ʲ主契約ʳ
○�次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した
場合
◦�加入日（＊）からその日を含めて１年以಺の被保険
者の自殺によるとき
◦�保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意による
とき
◦戦争その他の変乱によるとき

ʲ高度障がい保険金ʳ
○�原因となる傷病が加入日（＊）前に生じている場合
ʲすべての保険金ʳ
○告知義務違反による解除の場合
○詐欺による取消の場合
○不法取得目的による無効の場合
○保険契約が失効した場合
○重大事由による解除の場合

※�詳細は、パンフレット等に記載しておりますのでご確
認ください。

この保険契約から୤退いただく場合
●�この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻
金はありません。

●�退職等の事由により脱退される場合、２年を超えて継
続して被保険者であった方は、所定の৚݅のもと新た
な告知や਍ࠪ等をলུしてݸ人保険に加入できます。

●�詳細は、パンフレット等に記載しておりますので、ご確
認ください。

制度内容の変更
●�団体の෱利ް生制度の変更等により、制度಺༰が変更
される場合があります。また、これに൐い、保険料率や
付保特約、給付಺༰、加入資格等が変更される場合があ
ります。

生命保険契約者保護ߏػ
●�引受保険会社は、生໋保険契約者保護機構に加入して
います。引受保険会社の業務もしくは࢈ࡒの状گの変
Խにより、保険金額等が削減されることがあります。な
お、生໋保険契約者保護機構の会員である生໋保険会
社が経営ഁ୼にؕった場合には、生໋保険契約者保護
機構により、保険契約者保護のાஔがਤられることと
なります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減さ
れることがあります。

●�保険契約者保護のાஔの詳細については、生໋保険契
約者保護機構までお問合せください。

ʪ�お໰合せઌ�ʫ
生໋保険契約者保護機ߏ
5&-　03ʵ32�6ʵ2�20
月༵日～金༵日（ॕ日、年末年始を除く）
後5時ޕ～後1時ޕ、ޕ前9時～正ޕ
ϗーϜϖーδアυレε　IUUQT���XXX.TFJIPIPHP.KQ�

保険金のお支払いに関するཹ意事߲
●�お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場
合またはお支払いしない場合等については、パンフ
レット等に記載しておりますので、ご確認ください。な
お、保険金のご請求は、団体経由で行っていただく必要
があります。
ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありま
すので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、
保険金のお支払いの可能性があるとࢥわれる場合や、
お支払いに関してご不明な఺が生じた場合等について
も、଎やかに団体のご相ஊ૭口にご࿈བྷください。

●�保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約಺༰
によっては、他の保険金等のお支払事由に該当するこ
とがありますので、े 分にご確認ください。

●�保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合
等の事例については、以下のχッηイのϗーϜϖーδ
をご参照ください。

χッηΠϗーϜページ
IUUQT���XXX.OJTTBZ.DP.KQ�IPKJO�PTIJSBTF�IPLJOVLFUPSJ�

ご૬ஊ૭ࢦ・ޱ定ฆ૪ղܾػ関
●�ご照会・ۤ 情につきましては、パンフレット等に記載の
団体૭口までお問合せください。（なお、引受保険会社
へのご要望・ۤ 情につきましては、同じくパンフレット
等に記載の日本生໋૭口までご࿈བྷください。）

●�この঎඼に係るࢦ定ฆ争解ܾ機関は一ൠ社団法人生໋
保険ڠ会です。

●�一ൠ社団法人生໋保険ڠ会の「生໋保険相ஊ所」で
は、ి ࿩・จॻ（ి子ϝール・'"9は不可）・来๚によ
り生໋保険に関するさまざまなご相ஊ・照会・ۤ 情を
お受けしております。また、全国各஍に「࿈བྷ所」を設
ஔし、ి ࿩にてお受けしております。（「生໋保険相
ஊ所」・「࿈བྷ所」の࿈བྷઌは、ϗーϜϖーδアυレε
IUUQT���XXX.TFJIP.PS.KQ�をご覧ください。）
なお、生໋保険相ஊ所がۤ情の申出を受けたことを生
໋保険会社に࿈བྷし、解ܾをґ頼した後、原則として１
カ月を経過しても、保険契約者等と生໋保険会社との
間で解ܾがつかない場合については、ࢦ定ฆ争解ܾ機
関として、生໋保険相ஊ所಺にࡋ定৹ࠪ会を設け、保険
契約者等の正当な利ӹの保護をਤっております。

事務װ事会社　日本生໋保険相ޓ会社
,2022�292　日本2022団基�51（2022.10.4）
日本ー団ー2025ー707ー11679ー.（̧7.11.6）　　団注①؆
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ਖ਼しく告知いただくために　団体定期保険 �ձࣾޓ೔ຊੜ໋保険૬�ձࣾࣄװ຿ࣄ
ご加入にあたっての留意点（必ず、お読みください。）

引受保険会社　日本生໋保険相ޓ会社
,2023ʵ431　　2024.2　法人αーϏεηンλー（౦ژ）

生໋保険は、ଟ਺の人々が保険料をग़しあって、૬ޓに保障しあう制度です。したがって、ॳめから݈߁状態の
よくない方等がແ৚݅に加入されますと、保険料ෛ୲のެฏੑが保たれません。
この保険への৽たなご加入もしくは保険金額等の増額のお申込みをお引受͚できるのは、XFC申込ը໘ま
たは「申込ॻ݉告知ॻ」に記載の「࣭໰事項」に対する౴͑が全て「いい͑」となる方です。以下に、被保険者とな
られる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、申込みいただく前に必ず
ご確認ください。

健康状態等について、被保険者ご本人が
͋りのままを告知してください。
（告知ٛ務）

●�現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせ
いただくことを告知といいます。
この保険に新たにご加入もしくは保険金額等の増額を申込みい
ただく際には、加入申込者ご本人に告知（確認）いただく義務が
あります。
●�過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障
がい状態について、XFC申込ը໘または「申込ॻ݉告知ॻ」で
おたずͶすることをे分ご確認のうえ、お申込みください。
●�告知にあたり、生໋保険会社の職員（営業職員・ίールηンλー
担当者等）が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただ
かないようґ頼や༠ಋをすることはありません。

生命保険会社の職員等にޱ಄でお఻えい
ただいただけでは告知いただいたことに
なりません。

●�告知をお受けできるݶݖ（告知受ྖݖ）は、生໋保険会社が有し
ています。必ずࢦ定されたը໘またはॻ໘（XFC申込ը໘また
は「申込ॻ݉告知ॻ」等）にて告知いただくようおئいいたしま
す。
●�生໋保険会社の職員（営業職員・ίールηンλー担当者等）・団体
事務担当者等に口頭でお఻えまたは資料提ࣔされただけでは告
知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

ইපྺ等が͋ͬた場合でも、全てのご加
入・૿ 額等のお申込みをおஅりするもの
では͋りません。

●�生໋保険会社では、契約者間のެฏ性を保つため、被保険者の健
康状態等に応じたお引受けの൑அを行っていますが、傷病歴が
あった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをおஅりす
るものではありません。詳細については、「XFC申込ը໘または
ʰ申込ॻ݉告知ॻ のɦ質問事項とそのิ足આ明」をご確認くださ
い。

告知ٛ務にҧ൓された場合は、ご加入・૿
額等のお申込内容をղ除させていただ
き、保険金等をお支払いできないことが
͋ります。

●�告知いただく事項は、XFC申込ը໘または「申込ॻ݉告知ॻ」
等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大
な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なる
ことを告知された場合、責任開始日から１年以಺であれ͹、生໋
保険会社は「告知義務違反」として申込みいただいた಺༰を解除
することがあります。（＊）

●�責任開始日から１年を経過していても、保険金等のお支払事由
が１年以಺に発生していた場合には、申込みいただいた಺༰を
解除することがあります。

●�申込みいただいた಺༰を解除した場合には、保険金等のお支払
事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
また、すでに払込みいただいた保険料は払戻しません。
（ただし、保険金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実
にもとづかない場合には、保険金等のお支払いをいたします。）

（＊）�告知にあたり、生໋保険会社の職員（営業職員・ίールηン
λー担当者等）が、傷病歴や健康状態等について告知をするこ
とを๦げた場合、告知をしないことをקめた場合、または事実
と異なることを告げることをקめた場合、生໋保険会社は申
込みいただいた಺༰を解除することはできません。こうした、
生໋保険会社の職員（営業職員・ίールηンλー担当者等）の
行為がなかった場合でもご契約者または被保険者が、生໋保
険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかった
かまたは事実と異なることを告知したと認められる場合、生
໋保険会社は、お申込಺༰を解除することがあります。

※�「告知義務違反」としてお申込಺༰を解除させていただく場
合以外にも、保険金等をお支払いできないことがあります。
たとえ͹、「告知義務違反」の಺༰が特に重大な場合、上記に
かかわらず、詐欺による取消をཧ由として、保険金等をお支
払いできないことがあります。この場合、すでに払込みいた
だいた保険料は払戻しません。また、高度障がい保険金、ࡂ
害保険金、給付金等については、原因となる傷病や不ྀの事
故等が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不ྀ
の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象
にはなりません。

●�XFC申込ը໘または「申込ॻ݉告知ॻ」等への入力（記入）の有無にかかわらず、当社で保有するお٬༷情ใにより、ご加入もしくは増額
等をおஅりすることがあります。

●�XFC申込ը໘または「申込ॻ݉告知ॻ」を入力（提出）された後、告知すべき何らかの事実をࢥい出された場合には、௥加で告知いただく
ことが可能です。௥加の告知（「被保険者の告知ॻ」の提出）が必要な場合は、当制度に関する団体૭口経由生໋保険会社にお申し出くださ
い。
ただし、௥加で告知いただいた಺༰によっては、申込みいただいた಺༰がお引受けできなくなる場合があります。

日、告知内容等を確認させていただくޙ
ことが͋ります。

●�生໋保険会社の職員または生໋保険会社でҕ託した者が、保険
金等のご請求の際、お申込಺༰、告知಺༰、請求಺༰について、確
認させていただくことがあります。また、被保険者を਍療したҩ
等に対し、病状等について照会・確認させていただくことがあࢣ
ります。

͆FC申込ը໘または「申込書݉告知書」
の質໰事߲とその補足説明

●�新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載
の加入資格を満たしていること、およびXFC申込ը໘または

「申込ॻ݉告知ॻ」のཪ໘（＊）に記載されている質問事項をご確
認のうえ、告知してください。
（＊）�「申込ॻ݉告知ॻ」によっては、質問事項がཪ໘ではなく表

໘に記載されている場合もあります。
●�主たる被保険者（本人）が新規加入・増額する申込者の告知಺༰
（質問事項に対する౴え）をとりまとめのうえ、XFC申込ը໘
または「申込ॻ݉告知ॻ」の該当Օ所にとりまとめ結Ռをご入力
（記入）ください。
●�入力（記入）いただく際には、加入ק঑時に通知・配付されたઆ明
資料等に記載された重要事項（「契約֓要」「注意ש起情ใ」を含
Ή）ならびにݸ人情ใの取扱い等を必ずお読みいただき、告知಺
༰が事実に相違ないことをご確認のうえ、お申込みください。

●�XFC申込ը໘または「申込ॻ݉告知ॻ」に記載の「質問事項」は
以下のとおりです。

（注１）以下のような಺༰は、告知ॻに記載している事項に該当しないので、告知いただく必要はありません。

◦ҩࢣのࣔࢦでなく、自分でൢࢢのかͥༀを服用した　　◦健康増ਐのため、Ϗλϛンࡎをҿんでいる
◦歯Պҩࢣによる஬歯の治療、ൈ歯　　　　　　　　　　◦೛৷（正常）による入Ӄ

（注２）�「質問事項」に対する౴えが「はい」となる場合や౴えに໎われる場合は、別్、「被保険者の告知ॻ」を当制度の団体૭口から取دせ
いただき、ご提出ください。申込みいただいた಺༰をおஅりすることもございますが、申込みいただいた಺༰どおりでお引受けで
きることもあります。
「被保険者の告知ॻ」を提出される際には、告知事項等をもれなく記入いただき、団体૭口経由生໋保険会社へご提出ください。
（「申込ॻ݉告知ॻ」にてお申込みされる場合、「申込ॻ݉告知ॻ」にお申込಺༰を記入いただき、「申込ҹ（告知ҹ）」をԡҹのうえ、ご
提出ください。）

（注３）�新型ίϩφウイルεײછ症と਍அされた場合でも、治療期間が１カ月未満でҩ療機関への入Ӄがなく、申込日（告知日）現在完治し
਍療が終ྃしている場合、告知の対象とはなりません。

˕XFC申込ը໘または「申込書݉告知書」
　の質໰事߲

１ɽ�申込日現在、健康上のཧ由でब業制１＊ݶを受けていま
すか。（配偶者・こどもの場合、申込日から過去３カ月以಺
に、ҩࢣの治療・౤ༀ＊２を受けたことがありますか。）

２ɽ�申込日から過去１年以಺に、病ؾやけがで手ज़を受けた
こと、または継続して２ि間以上の入Ӄをしたことがあ
りますか。

３ɽ�申込日から過去１年以಺に、病ؾやけがで２ि間以上に
わたり＊３、ҩࢣの治療・౤ༀ＊２を受けたことがありま
すか。

補足説明

＊１　�「ब業制ݶ」とは、ۈ務ઌまたはҩࢣ等によりܽۈ（ެ
ී・ٳ 通ٳՋ等によるものも含Ή）をࣔࢦされている場
合などをいいます。

＊２　�「ҩࢣの治療・౤ༀ」とは、ҩࢣによる਍ݕ・࡯ ・ࠪ治療・
౤ༀの΄か、ࢦ 。ಋを含みますࢦࣔ・
（注）�一過性のܰඍな࣬ױ（かͥ、アレルΪー性ඓԌ、歯

治療）、手足のંࠎによるものは含みません。
＊３　�「２ि間以上にわたり」とは、ॳ਍から終਍までの期間

が２ि間以上の場合をいいます。
たとえ͹、受਍は２日でも、その間が２ि間以上の場合
や、合計２ि間分以上の౤ༀを受けた場合は、「２ि間
以上」となります。

例１

10日分の౤ༀ ４日分の౤ༀ 合計：14日分
　　　の౤ༀ

ॳ਍
9�1

ॳ਍
9�1

２ि間 終਍
9�14

例２ 受਍
9�11
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■注意事߲
˔「死亡保険金受取人ࢦ定ॻ」について
৽نに加入される方で、本人の死亡保険金受取人を複਺人ࢦ定される場合、本人との続ฑが「そのଞ（̕）」とな
る方を受取人にされる場合、また、すでに加入されている方で死亡保険金受取人をมߋされる場合は、別ࢴ「死亡
保険金受取人ࢦ定ॻ」のごఏग़が必要です。この場合、死亡保険金受取人มߋのޮ力ൃ生日は、保険契約者（ஂମ）
が引受保険会社に「死亡保険金受取人ࢦ定ॻ」をൃૹした日です。
Πンλーωット（΢ΣϒαΠト）からग़力し、必要事項をご記入のう͑、ごఏग़ください。

˔告知事項に֘当する場合
「被保険者の告知ॻ」をご記入のう͑、ごఏग़ください。

■ご૬ஊ૭ޱ等
˔ごর会・ۤ情につきましては、঎඼パンフレットのཪ໘に記載のஂମ૭ޱまでお໰合せください。
（なお、引受保険会社へのご要๬・ۤ情につきましては、以下の保険会社૭ޱまでご࿈བྷください。）
ʻ日本生命お໰合せઌʼ
日本生命保険૬ޓ会社　๏人サービスセンター
5&-　0120－563－925

※お໰合せの際には、記߸証݊൪߸（930ʵ2357）をお知らせください。
受付時間　月༵日～金༵日̕：00～17：00（ॕ日・12ʗ31～１ʗ３をআく。）

ご加入者のօ༷΁ �ձࣾޓ೔ຊੜ໋保険૬�ձࣾࣄװ຿ࣄ

会社ͱҾड保険会社͔Βの͓஌Βͤࣜגਓ৘ใのऔѻいにؔする෋࢜ϑΠルϜϗールσΟϯグεݸ
⿟この保険契約は､ ෋࢜フイルϜϗールσΟングεג式会社（以下､「団体」といいます。）を保険契約者とし､団体および団体の子会社（以
下､「子会社」といいます。）の所ଐ員を加入対象者とする企業保険です。
そのため､ この保険契約の運営にあたっては､ 団体および子会社は加入対象者のݸ人情ใ（ࢯ名・性別・生年月日・健康状態等）を取扱
い､ 団体がこの保険契約を締結した引受保険会社（ڞ同引受会社を含みます。以下同じ。）へ提出します。
団体および子会社は､ この保険契約の運営において入手するݸ人情ใ（ݸ人൪߸を除く）を､ この保険契約の事務手続きのために࢖用し
ます。
⿟引受保険会社は受ྖしたݸ人情ใ（ݸ人൪߸を除く）を各種保険の引受け・継続・ҡ࣋؅ཧ､ 保険金等のお支払い､ その他保険に関࿈・
付ਵする業務のために利用し､ また､ 団体、子会社および他の引受保険会社等へその目的のൣғ಺で提供します。
⿟また､ 今後､ ､人情ใに変更等が発生した際にもݸ 引続き団体、子会社および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じݸ人情ใが取扱
われます。
なお､ 記載の引受保険会社は､ 今後､ 変更する場合がありますが､ その場合､ 。人情ใは変更後の引受保険会社へ提供されますݸ

（注）保健ҩ療等の機ඍ（ηンγςΟϒ）情ใについては、保険業法ࢪ行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目
的に利用目的がݶ定されています。
。用します࢖成事務のみに࡞人൪߸については、保険取引に関する支払ௐॻݸ

～死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて～
人情ใと同༷にݸ人情ใについては、上記の加入対象者（被保険者）のݸ定された死亡保険金受取人（以下、「受取人」といいます。）のࢦ
取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にそのࢫをઆ明いただき、ݸ人情ใの取扱いについての同意を取得してください。

೔ຊ生命保険૬ޓ会社

■退職ޙのお取扱い
̖

定年退職者
̗
̖以֎の退職者 退職後保障 退職時手続き උ　　ߟ

継
続
加
入
の
可
否

˓ ˚ で年ྸ70ࡏݱ৽日ߋ
歳̒Χ月まで継続Մ。

''#9 保険αーϏε
ηンλー、または෋࢜
フΠϧϜάϧーϓ֤社
保険୲当૭ޱから手続
きのごҊ内をいたしま
す。

・退職後の࠷高保険金額は
本人4,000 万円、配偶
者1,000万円までとな
ります。
「申込ॻ݉告知ॻ」でݮ
額手続きをされない場
合、退職後࠷ॳにܴ͑
るߋ৽日より、本人は
4,000 万円、配偶者は
1,000 万円にࣗಈతに
。額され継続されますݮ

・こどもは、本人が退職後、
࣍期ߋ৽日前日付で୤退
となります。

で年ྸ70ࡏݱ৽日ߋ
歳̒Χ月まで継続Մ。

退職事༝によりҟな
る。
（会社౎合退職者に֘
当する場合はՄ。）
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